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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置であって、
　他の情報処理装置と通話のための通信を行う通信手段と、
　当該情報処理装置と前記他の情報処理装置の各ユーザのスケジュール情報を記憶する記
憶手段と、
　当該情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定する判定手
段と、
　前記判定手段による判定結果に応じて、前記通信手段による前記他の情報処理装置との
通話状態を制御する制御手段と、を備え、
　前記判定手段は、前記記憶手段に記憶された各ユーザのスケジュール情報を前記特定の
スポットの情報と照合することにより、当該情報処理装置が位置するスポットが特定のス
ポットであるか否かを判定することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記判定手段により当該情報処理装置が位置するスポットが特定のス
ポットであると判定された場合、前記他の情報処理装置との通話状態を発信状態に切り替
えて、通話を開始させることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記判定手段により当該情報処理装置が位置するスポットが前記特定
のスポットであると判定された場合、前記他の情報処理装置との通話状態をスタンバイ状
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態に切り替え、前記スタンバイ状態において当該情報処理装置のユーザにより通話開始の
指示が入力されると、前記スタンバイ状態を発信状態に切り替えて通話を開始させること
を特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　撮影手段を備え、
　前記通信手段は、前記判定手段により当該情報処理装置が位置するスポットが前記特定
のスポットであると判定した場合、前記撮影手段により得られた撮影画像を、前記他の情
報処理装置に送信することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の情報処理装
置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記各ユーザのスケジュール情報のうちのいずれかのスケジュールの
開始時間に至ると、当該情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否か
の判定を行うことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記通信手段は、当該情報処理装置が位置するスポットが前記特定のスポットである場
合、前記特定のスポットの付加情報を取得し、
　前記制御手段により取得した前記特定のスポットの付加情報を出力する出力手段をさら
に備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記通信手段は、取得した付加情報を、前記他の情報処理装置に送信することを特徴と
する請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記特定のスポットは、行楽スポットであることを特徴とする請求項１～７のいずれか
一項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　複数の情報処理装置間の通話のための通信を制御するサーバであって、
　前記複数の情報処理装置と通信する通信手段と、
　前記複数の情報処理装置の各ユーザのスケジュール情報を記憶する記憶手段と、
　前記複数の情報処理装置のうちの一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポッ
トであるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段による判定結果に応じて、前記複数の情報処理装置間の通話状態を制御す
る制御手段と、を備え、
　前記判定手段は、前記記憶手段に記憶された各ユーザのスケジュール情報を前記特定の
スポットの情報と照合することにより、当該情報処理装置が位置するスポットが特定のス
ポットであるか否かを判定することを特徴とするサーバ。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記判定手段により前記一の情報処理装置が位置するスポットが特定
のスポットであると判定された場合、前記複数の情報処理装置の通話状態を発信状態に切
り替えて、前記複数の情報処理装置間の通話を開始させることを特徴とする請求項９に記
載のサーバ。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記判定手段により前記一の情報処理装置が位置するスポットが前記
特定のスポットであると判定された場合、前記複数の情報処理装置の通話状態をスタンバ
イ状態に切り替え、前記スタンバイ状態において前記複数の情報処理装置のユーザにより
通話開始の指示が入力されると、前記スタンバイ状態を発信状態に切り替えて前記複数の
情報処理装置間の通話を開始させることを特徴とする請求項９に記載のサーバ。
【請求項１２】
　前記通信手段は、特定のスポットの付加情報を取得し、取得した前記特定のスポットの
付加情報を前記複数の情報処理装置に送信することを特徴とする請求項９～１１のいずれ
か一項に記載のサーバ。
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【請求項１３】
　前記特定のスポットは、行楽スポットであることを特徴とする請求項９～１２のいずれ
か一項に記載のサーバ。
【請求項１４】
　情報処理装置の通信制御方法であって、当該情報処理装置は、
　他の情報処理装置と通話のための通信を行う通信手段と、
　当該情報処理装置と前記他の情報処理装置の各ユーザのスケジュール情報を記憶する記
憶手段と、を備え、
　当該情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定するステッ
プと、
　前記特定のスポットであるか否かの判定結果に応じて、前記通信手段による前記他の情
報処理装置との通話状態を制御するステップと、を含み、
　前記判定するステップは、前記記憶手段に記憶された各ユーザのスケジュール情報を前
記特定のスポットの情報と照合することにより、当該情報処理装置が位置するスポットが
特定のスポットであるか否かを判定することを特徴とする通信制御方法。
【請求項１５】
　複数の情報処理装置間の通話のための通信を制御するサーバの通信制御方法であって、
当該サーバは、
　前記複数の情報処理装置の各ユーザのスケジュール情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記複数の情報処理装置のうちの一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポッ
トであるか否かを判定するステップと、
　前記特定のスポットであるか否かの判定結果に応じて、前記複数の情報処理装置間の通
話状態を制御するステップと、を含み、
　前記判定するステップは、前記記憶手段に記憶された各ユーザのスケジュール情報を前
記特定のスポットの情報と照合することにより、当該情報処理装置が位置するスポットが
特定のスポットであるか否かを判定することを特徴とする通信制御方法。
【請求項１６】
　情報処理装置のコンピュータが実行するプログラムであって、当該情報処理装置は、
　他の情報処理装置と通話のための通信を行う通信手段と、
　当該情報処理装置と前記他の情報処理装置の各ユーザのスケジュール情報を記憶する記
憶手段と、を備え、
　前記プログラムは、
　当該情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定するステッ
プと、
　前記特定のスポットであるか否かの判定結果に応じて、前記通信手段による前記他の情
報処理装置との通話状態を制御するステップと、を実行し、
　前記判定するステップは、前記記憶手段に記憶された各ユーザのスケジュール情報を前
記特定のスポットの情報と照合することにより、当該情報処理装置が位置するスポットが
特定のスポットであるか否かを判定するプログラム。
【請求項１７】
　複数の情報処理装置間の通話のための通信を制御するサーバのコンピュータが実行する
プログラムであって、当該サーバは、
　前記複数の情報処理装置の各ユーザのスケジュール情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記プログラムは、
　前記複数の情報処理装置のうちの一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポッ
トであるか否かを判定するステップと、
　前記特定のスポットであるか否かの判定結果に応じて、前記複数の情報処理装置間の通
話状態を制御するステップと、を実行し、
　前記判定するステップは、前記記憶手段に記憶された各ユーザのスケジュール情報を前
記特定のスポットの情報と照合することにより、当該情報処理装置が位置するスポットが
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特定のスポットであるか否かを判定するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、サーバ、通信制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　家族や友人間では、電話やＴＶ電話、メール、チャット等の通信回線を利用したコミュ
ニケーションが行われている。
　通信回線を利用する場合、ユーザにコミュニケーションがしたいという動機があり、か
つユーザが通話を開始する操作を行うことによって、コミュニケーションが始まる。
　例えば、電話を使用する場合、ユーザＢへの連絡事項がある、相談したい等の動機がユ
ーザＡにあり、ユーザＢの電話番号を入力するか、連絡帳からユーザＢを選択する操作を
ユーザＡが行うという意識的な行動があってはじめて、ユーザＡとユーザＢの間でコミュ
ニケーションが始まる。
【０００３】
　通信回線を利用しないコミュニケーション時には、必ずしも上記のような意識的な行動
がともなうわけではない。例えば、友人と偶然出会って近況の報告をし合う場合等、自然
発生的にコミュニケーションが始まることが多い。
　通信回線を利用したコミュニケーションにおいても同様に、自然発生的にコミュニケー
ションを開始できると、より活発なコミュニケーションが可能になる。
【０００４】
　通信回線を利用したコミュニケーションを活発化させるため、従来、あるユーザが注目
位置に至ると、ライフログ情報を他のユーザの通信端末に送信することが行われている（
例えば、特許文献１参照。）。ユーザ間でライフログ情報を共有化できるため、ライフロ
グ情報を各ユーザに共通の話題として提供することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２４９１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、共有化するコンテンツがコミュニケーションを開始する動機付けにはな
るものの、実際にコミュニケーションを開始するには、やはりユーザが通話を開始する操
作を意識的に行わなければならず、自然発生的にコミュニケーションを開始することがで
きない。
【０００７】
　本発明の課題は、通信回線を利用したユーザ間のコミュニケーションを活発化すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、上記課題を解決するため、
　情報処理装置であって、
　他の情報処理装置と通話のための通信を行う通信手段と、
　当該情報処理装置と前記他の情報処理装置の各ユーザのスケジュール情報を記憶する記
憶手段と、
　当該情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定する判定手
段と、
　前記判定手段による判定結果に応じて、前記通信手段による前記他の情報処理装置との
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通話状態を制御する制御手段と、を備え、
　前記判定手段は、前記記憶手段に記憶された各ユーザのスケジュール情報を前記特定の
スポットの情報と照合することにより、当該情報処理装置が位置するスポットが特定のス
ポットであるか否かを判定することを特徴とする情報処理装置を提供することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、通信回線を利用したユーザ間のコミュニケーションを活発化すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の特定のスポットを説明する図である。
【図２】本発明の実施の形態の情報処理装置及びサーバを備える通信システムの概略構成
を示す図である。
【図３】情報処理装置の主な構成を機能ごとに示すブロック図である。
【図４】サーバの主な構成を機能ごとに示すブロック図である。
【図５】グループリストの一例を示す図である。
【図６】グループスケジュールの一例を示す図である。
【図７】グループスケジュールの表示画面例を示す図である。
【図８】一の情報処理装置が、同じグループに所属する他の情報処理装置の通話状態を制
御するときの処理手順を示すフローチャートである。
【図９】特定のスポットの情報のデータベースの一例を示す図である。
【図１０】他の情報処理装置における表示画面と通話の例を示す図である。
【図１１】他の情報処理装置における表示画面と通話の例を示す図である。
【図１２】特定のスポットの付加情報の表示画面例を示す図である。
【図１３】サーバが、同じグループに所属する複数の情報処理装置間の通話状態を制御す
るときの処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】スタンバイ状態における操作画面の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　最初に、本発明の実施の形態の情報処理装置の通話エリアについて説明する。
　図１に示すように、例えば、通話できる通話可能エリア１と、山奥等の電波が届かず、
通話できない通話不可エリア１ａとがある。以下の実施形態において、特定のスポットで
あるか否かを判定するとは、通話可能エリア１内にあるスポットのなかでも特定のスポッ
ト１ｂであるか否かを判定することである。
【００１２】
　図２は、本発明の実施の形態の通信システム１００の概略構成を示している。
　図２に示すように、通信システム１００は、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂと、情報処
理装置１０Ａ及び１０Ｂと通信するサーバ３０と、行楽スポットの情報を提供するサーバ
４０ａ、４０ｂ及び４０ｃと、を備えている。
　通信システム１００では、サーバ３０が、電話、ＴＶ電話、チャット、コミュニケーシ
ョンアプリ（モバイルメッセンジャーとも呼ばれる。）等の通話のための通信サービスを
提供する。通話のための通信とは、電話回線網Ｎ１、インターネットＮ２等の通信回線を
介して、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂの各ユーザのメッセージであるテキスト、画像、
音声等を送受信することをいう。
【００１３】
　図２に示すように、各情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは、電話回線網Ｎ１を介して互い
に音声通話やデータ通信を行うことができる。
　また、各情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは、電話回線網Ｎ１及びインターネットＮ２を
介して、サーバ３０及び４０ａ～４０ｃと通信可能である。
　なお、図２は一例を示しており、３つ以上の情報処理装置間で通話のための通信を行う
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構成であってもよい。
【００１４】
　情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂとしては、通信回線を利用したコミュニケーションが可
能であれば、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータ等を使用するこ
とができる。
　情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは同じ構成であるので、以下、情報処理装置１０Ａを代
表として構成を説明する。
【００１５】
　図３は、情報処理装置１０Ａの主な構成を機能ごとに示すブロック図である。
　図３に示すように、情報処理装置１０Ａは、制御部１１、記憶部１２、操作部１３、表
示部１４、通信部１５、マイク１６、スピーカ１７、位置検出部１８及び撮影部１９を備
えて構成されている。
【００１６】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）等から構成され、記憶部１２から各種プログラムを読み出して実行することにより、情
報処理装置１０Ａの各構成部を制御する。
【００１７】
　制御部１１（制御手段）は、情報処理装置１０Ａが位置するスポットが特定のスポット
であるか否かを判定し、その判定結果に応じて、通信部１５による他の情報処理装置１０
Ｂとの通話状態を制御する。
【００１８】
　記憶部１２は、制御部１１が読み取り可能なプログラム、プログラムの実行に必要なデ
ータ等を記憶している。記憶部１２としては、例えばハードディスク、ＥＥＰＲＯＭ（El
ectrically Erasable Programmable ROM）、フラッシュメモリ等の記憶媒体を用いること
ができる。
　記憶部１２（記憶手段）は、後述する特定のスポットの情報のデータベース、ユーザが
所属するグループのグループリスト、グループスケジュール等を記憶している。
【００１９】
　操作部１３は、ユーザの操作に応じた操作信号を生成し、制御部１１に出力する。操作
部１３としては、キーパッド、表示部１４と一体に構成されたタッチパネル等を用いるこ
とができる。
　操作部１３は、ユーザの指示、例えば通話の開始の指示等を入力することができる。　
【００２０】
　表示部１４（出力手段）は、制御部１１の指示にしたがって操作画面等を表示出力する
。表示部１４は、制御部１１により情報処理装置１０Ａが位置するスポットが特定のスポ
ットであると判定した場合、特定のスポットの付加情報を表示出力することができる。
　表示部１４としては、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＯＥＬＤ（Organic Electr
o Luminescence Display）等を用いることができる。
【００２１】
　通信部１５（通信手段）は、電話回線網Ｎ１又はインターネットＮ２を経由して、他の
情報処理装置１０Ｂ、サーバ３０及び４０ａ～４０ｃと通信する。
　具体的には、通信部１５は、アンテナを介して受信した音声、テキスト、画像等の電波
を復調処理して、得られたデータを出力する。また、通信部１５は、送信するデータ、例
えばマイク１６により入力した通話音声や操作部１３により入力したテキスト、制御部１
１からの指示情報等のデータを変調処理して得られた電波を、アンテナを介して電話回線
網Ｎ１上の基地局に送信する。
　通信部１５は、ＷｉＦｉ（登録商標）により、無線ＬＡＮのアクセスポイントに接続し
、無線ＬＡＮ経由で他の情報処理装置１０Ｂやサーバ３０等と通信することもできる。
【００２２】
　マイク１６は、通話音声等の音を入力する。       
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　スピーカ１７は、通信部１５により出力された音声データに基づいて通話音声やメッセ
ージ音声等を出力する。スピーカ１７は、制御部１１から出力された音データに基づいて
、音楽や報知音等の音を出力することもできる。
　スピーカ１７（出力手段）は、読み上げデータ、音楽データ等に基づいて、音声、音楽
等を出力することができる。
【００２３】
　位置検出部１８（位置検出手段）は、情報処理装置１０Ａの現在位置を検出する。
　位置検出部１８は、例えば、少なくとも３つのＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信する。
また、位置検出部１８は、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気センサー等の各種セ
ンサーを備えて、各センサーから出力されたデータと、受信した各ＧＰＳ信号に基づいて
、情報処理装置１０Ａの現在位置を算出してもよい。
【００２４】
　撮影部１９（撮影手段）は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）等の撮像素子、光源等
を備えて、被写体を撮影し、撮影画像を生成する。
【００２５】
　図４は、サーバ３０の主な構成を機能ごとに示すブロック図である。
　図４に示すように、サーバ３０は、制御部３１、記憶部３２及び通信部３３を備えてい
る。
【００２６】
　制御部３１は、ＣＰＵ、ＲＡＭ等から構成され、記憶部３２から各種プログラムを読み
出して実行することにより、サーバ３０の各構成部を制御する。
【００２７】
　記憶部３２は、制御部３１が読み取り可能なプログラム、プログラムの実行に必要なデ
ータ等を記憶している。
　記憶部３２としては、例えばハードディスク、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ等の記
憶媒体を用いることができる。
　記憶部３２は、各グループのグループリスト、グループスケジュール、特定のスポット
の情報のデータベース等を記憶している。
【００２８】
　通信部３３は、インターネットＮ２を経由して、情報処理装置１０Ａ、１０Ｂ及びサー
バ４０ａ～４０ｃと通信する。
【００２９】
　上記通信システム１００では、情報処理装置１０Ａのユーザ（以下、ユーザＡという。
）と情報処理装置１０Ｂのユーザ（以下、ユーザＢという）を１つのグループとして登録
することにより、ユーザ同士が同じグループに所属する情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂ間
で通話のための通信を行うことが可能である。
　具体的には、情報処理装置１０Ａ又は１０Ｂが、サーバ３０が提供する電話、ＴＶ電話
、チャット、コミュニケーションサービス等の通信サービスにおいて新規グループを作成
し、新規グループのメンバーの情報として、ユーザＡ及びＢの名称と、電話番号、メール
アドレス等の連絡先とを登録する。サーバ３０は、グループごとに、グループの名称、ユ
ーザの名称及び連絡先をグループリストに登録する。
　情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは、それぞれのユーザが所属するグループのグループリ
ストをサーバ３０から取得し、記憶部１２に記憶する。
【００３０】
　図５は、グループリストの例を示している。
　図５に示すように、グループリストでは、各グループの名称に対応付けて、メンバーで
あるユーザの名称及び連絡先が登録されている。例えば、グループの名称が「Ｋ家族」の
グループのメンバーとして、ユーザＡ及びＢの名称「Ａ」及び「Ｂ」が登録されている。
また、連絡先１として電話番号が登録され、連絡先２としてメールアドレス等の情報が登
録されている。
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【００３１】
　また、上記通信システム１００では、通話用の連絡先だけでなく、同じグループに所属
する各ユーザＡ及びＢのスケジュールをグループ内で共有することができる。
　具体的には、各情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂが、操作部１３により各ユーザＡ及びＢ
のスケジュール情報の入力を受け付けて、通信部１５によりサーバ３０に送信する。サー
バ３０は、制御部１１により、同じグループに所属するユーザＡ及びＢのスケジュール情
報をグループスケジュールに登録し、記憶部３２に記憶する。
【００３２】
　図６は、ユーザＡとユーザＢのグループスケジュールの例を示している。
　図６に示すように、グループスケジュールには、ユーザＢのスケジュール情報として、
日にち「２０１５．９．２０」、開始時間「９：３０」、終了時間「１１：３０」、名称
「施設イベント」、場所「ケアポートＤ」等の情報が登録されている。また、同じ日のユ
ーザＡのスケジュール情報として、開始時間「１０：００」、終了時間「１５：３０」、
名称「ＥＦ遊園地」、場所「ＥＦ遊園地」等の情報が登録されている。
【００３３】
　各情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは、通信部１５によりサーバ３０からグループスケジ
ュールを取得し、記憶部１２に記憶する。各情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは、記憶部１
２が記憶するグループスケジュールを、表示部１４により表示することができる。
　図７は、ユーザＢ所有の情報処理装置１０Ｂにおけるグループスケジュールの表示画面
例を示している。
　図７に示すように、９月２０日（日）のグループスケジュールの表示画面Ｍ４には、９
：３０～１１：３０の時間帯に、名称が「施設イベント」であるユーザＢのスケジュール
が表示されている。また、１０：００～１５：３０の時間帯に、名称が「ＥＦ遊園地」で
あるユーザＡのスケジュールが表示されている。
【００３４】
　図７に示す表示画面Ｍ４上には、予定登録ボタンｄ１１が表示されている。
　操作部１３によりこの予定登録ボタンｄ１１が操作されると、表示部１４が新規のスケ
ジュールの登録画面を表示する。ユーザは、登録画面において、スケジュールの名称、日
時、場所等の項目の情報を入力することができる。その後、操作部１３により登録の指示
ボタンが操作されると、各項目の情報をユーザＢのスケジュール情報として通信部１５が
サーバ３０に送信する。
　サーバ３０は、送信されたスケジュール情報を上述したグループスケジュールに登録し
、記憶部３２に保存する。
【００３５】
　情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは、サーバ３０から取得したグループリストにおいて同
じグループに所属する他のユーザの情報処理装置との通話状態を制御することにより、他
のユーザとのコミュニケーションを開始する機会を提供するができる。
　図８は、情報処理装置１０Ａが、同じグループに所属する情報処理装置１０Ｂとの通話
状態を制御する場合の処理手順を示している。
【００３６】
　図８に示すように、ユーザＡ所有の情報処理装置１０Ａにおいて、撮影部１９により撮
影が行われると（ステップＳ１１：Ｙ）、撮影部１９により撮影画像を取得する（ステッ
プＳ１２）。
　次に、制御部１１は、撮影を行った情報処理装置１０Ａが位置するスポットが特定のス
ポットか否かを判定する（ステップＳ１３）。特定のスポットか否かを判定する一例とし
ては、撮影画像を特定のスポットの画像と照合し、撮影画像が特定のスポットの画像と一
致する場合は特定のスポットと判定し、一致しない場合は特定のスポットではないと判定
する。
【００３７】
　特定のスポットとは、上述した通話可能エリア１内において通話を開始する機会になり
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得るスポットとして、データベースにあらかじめ登録されたスポットをいう。特定のスポ
ットとしては、主に行楽スポットが挙げられるが、教育施設、研究施設等も特定のスポッ
トとして登録することができる。行楽スポットとしては、例えば公園、プール、遊園地、
野球場、ホール等の娯楽施設があるスポット、山や海、名所等の観光スポット等がある。
【００３８】
　制御部１１は、照合に使用する特定のスポットの画像を、記憶部１２が記憶する特定の
スポットの情報のデータベースから取得することができる。
　図９は、特定のスポットの情報のデータベースの一例を示している。
　図９に示すように、データベースには、特定のスポットの名称、名称の表示用データ、
名称の読み上げ用データ、位置（住所、緯度経度）、画像等が、特定のスポットの情報と
して登録されている。
　例えば、名称が「ＥＦ遊園地」のスポットの情報として、スポットの住所「大阪府Ｅ区
・・・」、緯度「Ｘ３°Ｙ３′Ｚ３"」、経度「Ｊ３°Ｋ３′Ｌ３"」等の位置情報、ＥＦ
遊園地の乗り物等を撮影したファイル名「ＥＦ－１」等のスポットの画像が登録されてい
る。
【００３９】
　図９に示すように、特定のスポットの情報のデータベースには、スポットの付加情報が
登録されている。スポットの付加情報は、案内、広告、お知らせ等のスポットに関する情
報である。これらスポットの付加情報は、各行楽スポットのサーバ４０ａ～４０ｃから取
得することができるが、通信部３３によりインターネットＮ２上に提供されたスポットに
関する情報を検索して取得することもできる。
　なお、サーバ３０も同様のデータベースを記憶部３２に記憶している。
【００４０】
　特定のスポットか否かは、グループスケジュールに登録された各ユーザＡ及びＢのスケ
ジュール情報のうち、スケジュールの開始時間に至ったスケジュール情報を、図９に示す
データベースに登録された特定のスポットの情報と照合することによって、判定すること
もできる。
　例えば、開始時間に至ったスケジュール情報が、図６に示すユーザＡの名称「ＥＦ遊園
地」のスケジュール情報であった場合、そのスケジュール情報中の場所「ＥＦ遊園地」の
情報は、図９に示すデータベース中の特定のスポットの名称「ＥＦ遊園地」の情報と一致
する。よって、ユーザＡが現在位置するスポットは、特定のスポット「ＥＦ遊園地」であ
ると判定することができる。なお、スケジュールの場所だけでなく、スケジュールの名称
等の情報と、特定のスポットの住所、位置等の情報とを照合することもできる。
【００４１】
　また、特定のスポットか否かを、情報処理装置１０Ａにおいて検出した現在位置を、特
定のスポットの位置の情報と照合することにより判定することもできる。
　例えば、位置検出部１８により検出した現在位置が、図９に示す特定のスポットの情報
のデータベースに登録された「ＥＦ遊園地」の緯度経度と略一致する場合は、情報処理装
置１０Ａが現在位置するスポットが特定のスポット「ＥＦ遊園地」であると判定すること
ができる。
【００４２】
　制御部１１は、特定のスポットであると判定した場合（ステップＳ１３：Ｙ）、記憶部
１２が記憶するグループリストから同じグループに所属する他のユーザＢの連絡先、すな
わち情報処理装置１０Ｂの連絡先を読み出す。制御部１１は、通信部１５による他の情報
処理装置１０Ｂとの通話状態を発信状態に切り替えて、読み出した連絡先に発信させる（
ステップＳ１４）。
【００４３】
　例えば、移動体通信サービスを利用する場合、制御部１１は、通信部１５によりグルー
プリストの連絡先１に登録されているユーザＢ所有の情報処理装置１０Ｂの電話番号に発
信させる。ＴＶ電話の通信サービスを利用する場合、制御部１１は当該ＴＶ電話のアプリ
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ケーションを起動して、通信部１５によりグループリストに登録されている情報処理装置
１０Ｂの電話番号に発信させる。チャットやコミュニケーションアプリの通信サービスを
利用する場合は、グループリストの連絡先２に登録されている情報により、ユーザＢと同
じグループトークに参加して「こんにちは」等のメッセージを発信させてもよい。
【００４４】
　情報処理装置１０Ａからの発信に対し、情報処理装置１０Ｂが応答すると（ステップＳ
１５：Ｙ、２１：Ｙ）、情報処理装置１０Ａと情報処理装置１０Ｂは互いに通話を開始す
る（ステップＳ１６、Ｓ２２）。
　通話を開始すると、情報処理装置１０Ａは、ステップＳ１１の撮影により得られた撮影
画像を通信部１５により情報処理装置１０Ｂに送信する（ステップＳ１７）。情報処理装
置１０Ｂは、受信した撮影画像を表示部１４により表示する（ステップＳ２３）。
【００４５】
　図１０及び図１１は、ユーザＡとユーザＢが通話を開始した場合の情報処理装置１０Ｂ
の表示画面と通話の例を示している。
　「ＥＦ遊園地」で撮影を行い、その撮影画像が特定のスポットである「ＥＦ遊園地」の
画像と一致した場合、情報処理装置１０Ａが現在位置するスポットが「ＥＦ遊園地」であ
ると判定される。この判定結果に応じて情報処理装置１０Ａが発信し、情報処理装置１０
Ｂが応答すると通話が開始する。
【００４６】
　情報処理装置１０Ａからは「ＥＦ遊園地」での撮影画像が送信されるので、情報処理装
置１０Ｂは、図１０に示すように「ＥＦ遊園地」での撮影画像を表示画面Ｍ１上に表示す
ることができる。情報処理装置１０ＡのユーザＡと情報処理装置１０ＢのユーザＢは、表
示された撮影画像中の観覧車等を話題にしてコミュニケーションを活発化させることがで
きる。
【００４７】
　情報処理装置１０Ａが撮影画像とともに、発信元のユーザと特定のスポットの名称の情
報を送信してもよい。これにより、情報処理装置１０Ｂは、図１０に示すように受信した
発信元のユーザと特定のスポットの名称を知らせるメッセージ「Ａです。ＥＦ遊園地にい
ます。」等を表示することができる。ユーザＢは、発信元のユーザＡが現在いる位置を事
前に把握できるので、「ＥＦ遊園地にいるのね」等と応答することができ、コミュニケー
ションしやすい。
【００４８】
　情報処理装置１０Ａから情報処理装置１０Ｂへ撮影画像を順次送信し（ステップＳ１７
）、図１１に示すように、情報処理装置１０Ｂが追加の撮影画像に切り替えて表示画面Ｍ
２を表示してもよい（ステップＳ２３）。これにより、ユーザＡの状況をリアルタイムで
ユーザＢに知らせることができ、よりコミュニケーションを活発化させることができる。
【００４９】
　通話開始後、情報処理装置１０Ａは、通信部１５により特定のスポットの付加情報を取
得する。特定のスポットの付加情報は、記憶部１２が記憶する特定のスポットのデータベ
ースから取得することもできるし、サーバ３０又は各行楽スポットのサーバ４０ａ～４０
ｃからも取得することもできる。また、特定のスポットの名称等をキーワードに、インタ
ーネットＮ２上に提供された特定のスポットに関する情報を付加情報として取得してもよ
い。
【００５０】
　情報処理装置１０Ａは、通信部１５により、取得したスポットの付加情報を他の情報処
理装置１０Ｂに送信する（ステップＳ１８）。
　また、情報処理装置１０Ａは、取得したスポットの付加情報を、表示部１４上に表示出
力する。付加情報が読み上げデータ又は音楽データを含む場合は、スピーカ１７により読
み上げ音声又は音楽を出力することもできる（ステップＳ１９）。
　スポットの付加情報を受信した情報処理装置１０Ｂも、情報処理装置１０Ａと同様にし
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て、スポットの付加情報を出力する（ステップＳ２４）。
【００５１】
　図１２は、特定のスポットの付加情報として、年間パスの広告を取得した場合の表示画
面例を示している。
　通話中のユーザＡ及びＢは、図１２に示す表示画面Ｍ３上の広告を見て相手を特定のス
ポットへ誘ったりすることができ、よりコミュニケーションを活発化させることができる
。
【００５２】
　一方、特定のスポットではないと判定したか（ステップＳ１３：Ｎ）、情報処理装置１
０Ａからの発信に対し、情報処理装置１０Ｂの応答がない場合は（ステップＳ１５：Ｎ、
２１：Ｎ）、上述のような通話を行わずに本処理を終了する。
【００５３】
　以上のように、本実施の形態の通信システム１００は、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂ
と、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂと通信するサーバ３０と、を備え、情報処理装置１０
Ａは、他の情報処理装置１０Ｂと通話のための通信を行う通信部１５と、情報処理装置１
０Ａが位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定し、その判定結果に応じて
、通信部１５による他の情報処理装置１０Ｂとの通話状態を制御する制御部１１と、を備
えている。
【００５４】
　上記実施の形態において、制御部１１は、情報処理装置１０Ａが位置するスポットが特
定のスポットであると判定した場合、他の情報処理装置１０Ｂとの通話状態を発信状態に
切り替えて、通話を開始させる。
【００５５】
　情報処理装置１０Ａが特定のスポットに位置すると同じグループの情報処理装置１０Ｂ
に対して発信するため、ユーザＡの通話を開始するための意識的な操作がなくとも、ユー
ザＡとユーザＢが通話を開始することができ、自然発生的にコミュニケーションを開始す
ることができる。これにより、活発なコミュニケーションが可能になる。
【００５６】
　また、情報処理装置１０Ａは、撮影部１９を備え、制御部１１は、撮影部１９により得
られた撮影画像を特定のスポットの画像と照合することにより、情報処理装置１０Ａが位
置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定することができる。
　これにより、特定のスポットを容易に判定することができる。
【００５７】
　制御部１１は、撮影部１９により撮影が行われると、情報処理装置１０Ａが位置するス
ポットが特定のスポットであるか否かの判定を行う。
　これにより、撮影が行われたことを契機として、通話を開始させることができる。
【００５８】
　情報処理装置１０Ａの通信部１５は、制御部１１により情報処理装置１０Ａが位置する
スポットが特定のスポットであると判定した場合、撮影部１９により得られた撮影画像を
、他の情報処理装置１０Ｂに送信する。
　これにより、撮影画像を話題として提供することができ、より活発なコミュニケーショ
ンが可能になる。
【００５９】
　また、情報処理装置１０Ａは、現在位置を検出する位置検出部１８を備え、制御部１１
は、位置検出部１８により検出した現在位置を、特定のスポットの位置と照合することに
より、情報処理装置１０Ａが位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定する
ことができる。
　これにより、特定のスポットを正確に判定することができる。
【００６０】
　通信部１５は、情報処理装置１０Ａが位置するスポットが特定のスポットである場合、
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特定のスポットの付加情報を取得し、情報処理装置１０Ａは、通信部１５により取得した
特定のスポットの付加情報を出力する表示部１４やスピーカ１７をさらに備えている。
　これにより、特定のスポットの付加情報を提供することができ、付加情報を用いてより
活発なコミュニケーションが可能になる。
【００６１】
　通信部１５は、制御部１１により取得した付加情報を、他の情報処理装置１０Ｂに送信
する。
　これにより、他の情報処理装置１０ＢのユーザＢと付加情報を共有することができ、よ
り活発なコミュニケーションが可能になる。
【００６２】
　特定のスポットは、行楽スポットであると、話題としやすいため、コミュニケーション
をより活発化させることができる。
【００６３】
　なお、上記実施の形態では、情報処理装置１０Ａが図９に示す特定のスポットの情報の
データベースを備えて特定のスポットか否かを判定していたが、サーバ３０がこの判定を
行うこととしてもよい。
　具体的には、情報処理装置１０Ａにおいて、通信部１５が、情報処理装置１０Ａが位置
するスポットの判定情報をサーバ３０に送信し、情報処理装置１０Ａが位置するスポット
が特定のスポットであるか否かの回答をサーバ３０から受信する。スポットの判定情報と
しては、撮影部１９により得られた撮影画像、スケジュールの開始時間に至ったスケジュ
ール情報、位置検出部１８により検出した現在位置等を送信することができる。
　サーバ３０では、通信部３３により情報処理装置１０Ａが位置するスポットの判定情報
を受信すると、制御部１１が当該スポットの判定情報を記憶部３２が記憶するデータベー
ス（図９参照）中の特定のスポットの情報と照合することにより、情報処理装置１０Ａが
位置するスポットが特定のスポットか否かを判定する。通信部３３は、特定のスポットか
否か、特定のスポットであればその名称等を含む回答を情報処理装置１０Ａに送信する。
情報処理装置１０Ａでは、制御部３１が、サーバ３０からの回答に応じて、情報処理装置
１０Ａが位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定する。
　このようにサーバ３０が判定を行うことにより、情報処理装置１０Ａにおける判定の処
理負荷を減らすことができる。
【００６４】
　サーバ３０において情報処理装置１０Ａが位置するスポットが特定のスポットであると
判定された場合、情報処理装置１０Ａの通信部１５は、特定のスポットの付加情報をサー
バ３０から取得することができる。
　これにより、幅広く、最新の付加情報を取得することができる。
【００６５】
〔他の実施の形態〕
　上記通信システム１００において、サーバ３０が情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂ間の通
話状態を制御することができる。また、通話を開始させる契機を、撮影が行われた時では
なく、ユーザＡ及びＢのいずれかのスケジュールの開始時間に至った時とすることができ
る。
【００６６】
　図１３は、サーバ３０が、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂ間の通話状態を制御するとき
の処理手順を示している。
　図１３に示すように、サーバ３０では、制御部３１が、記憶部３２（記憶手段）が記憶
するユーザＡ及びＢのスケジュール情報のいずれかが、スケジュールの開始時間に至った
か否かを判定する（ステップＳ５１）。ここで、ユーザＡのスケジュールの開始時間に至
ったと判定した場合（ステップＳ５１：Ｙ）、制御部３１（制御手段）は、ユーザＡの情
報処理装置１０Ａが現在位置するスポットが特定のスポットか否かを判定する（ステップ
Ｓ５２）。
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【００６７】
　特定のスポットか否かの判定は、上述した情報処理装置１０Ａと同様にして行うことが
できる。
　例えば、スケジュールの開始時間に至ったスケジュール情報を、図９に示すデータベー
スに登録された特定のスポットの情報と照合することによって、特定のスポットか否かを
判定することができる。
【００６８】
　また、特定のスポットか否かを、撮影画像を特定のスポットの画像と照合することによ
り判定することもできる。
　例えば、サーバ３０は、通信部３３（通信手段）により、進行中のスケジュールの開始
時間から終了時間までの間に撮影された撮影画像を、特定のスポットの判定情報としてユ
ーザＡの情報処理装置１０Ａから取得する。取得した撮影画像が、図９に示す特定のスポ
ットの情報のデータベースに登録された「ＥＦ遊園地」の画像と一致すれば、情報処理装
置１０Ａが現在位置するスポットが特定のスポット「ＥＦ遊園地」であると判定すること
ができる。
【００６９】
　また、特定のスポットか否かを、情報処理装置１０Ａにおいて検出した現在位置により
判定することもできる。
　例えば、情報処理装置１０Ａの位置検出部１８により検出した現在位置を、特定のスポ
ットの判定情報として取得する。取得した現在位置が、図９に示す特定のスポットの情報
のデータベースに登録された「ＥＦ遊園地」の住所又は緯度経度と略一致する場合は、情
報処理装置１０Ａが現在位置するスポットが特定のスポット「ＥＦ遊園地」であると判定
することができる。
【００７０】
　特定のスポットであると判定した場合（ステップＳ５２：Ｙ）、サーバ３０の制御部３
１は、情報処理装置１０Ａと情報処理装置１０Ｂ間の通話状態をスタンバイ状態に切り替
える。スタンバイ状態とは、通話開始の操作だけですぐに通話を開始できる状態をいう。
通信部３３は、その切り替えの指示情報を各情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂに送信する（
ステップＳ５３）。
　各情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは、サーバ３０からの指示に応じて、通話状態をスタ
ンバイ状態に切り替える（ステップＳ６１、Ｓ７１）。
【００７１】
　例えば、ＴＶ電話での通話状態を制御する場合、サーバ３０はＴＶ電話のアプリケーシ
ョンの起動と、グループ間の通話を開始できる操作画面の表示を指示する。各情報処理装
置１０Ａ及び１０Ｂは、指示に応じてアプリケーションを起動して操作画面を表示する。
　図１４は、情報処理装置１０Ａ及び１０ＢにおけるＴＶ電話の操作画面の例を示してい
る。
　図１４に示すように、ＴＶ電話の操作画面Ｍ５上には通話ボタンｄ１２が表示されてい
る。ユーザＡ及びＢがこの通話ボタンｄ１２を操作することによって、すぐに通話を開始
することができる。
【００７２】
　ユーザＡが特定のスポットに位置していることをユーザＢに知らせるため、図１４に示
すように、制御部３１が特定のスポットの画像を操作画面Ｍ５上に表示してもよい。特定
のスポットの判定情報として撮影画像を受信している場合は、撮影画像を表示することも
できる。
　また、図９に示す特定のスポットの情報のデータベースから特定のスポットの名称の表
示用データ及び読み上げ用データを取得して、ユーザＡが特定のスポットに位置している
ことを知らせるメッセージ「Ａです。ＥＦ遊園地にいます。」の音声を出力するか、操作
画面Ｍ５上に表示出力することができる。
【００７３】
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　情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂにおいて、ユーザＡ及びＢにより通話ボタンが操作され
、通話を開始する指示が入力されると（ステップＳ５４：Ｙ、Ｓ６２：Ｙ、Ｓ７２：Ｙ）
、サーバ３０では、制御部３１が情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂの通話状態を発信状態に
切り替え、通信部３３により情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂ間を接続する(ステップＳ５
５)。これにより、情報処理装置１０Ａと情報処理装置１０Ｂは互いに通話を開始する（
ステップＳ６３、Ｓ７３）。
　情報処理装置１０Ａにおいてスケジュールが進行中の間に撮影された撮影画像がある場
合は、話題を提供するため、この撮影画像を通話先の情報処理装置１０Ｂに送信してもよ
い。
【００７４】
　通話開始後、サーバ３０は、通信部１５により、特定のスポットの付加情報を取得し、
各情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂに送信する（ステップＳ５６）。
　情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂは、受信した特定のスポットの付加情報を出力する（ス
テップＳ６４、Ｓ７４）。
【００７５】
　一方、特定のスポットではないか（ステップＳ５２：Ｎ）、情報処理装置１０Ａ又は情
報処理装置１０Ｂにおいて通話開始の指示の入力がない場合（ステップＳ６２：Ｎ、Ｓ７
２：Ｎ）、上述のような通話を行わずに本処理を終了する。
【００７６】
　以上のように、他の実施の形態の通信システム１００は、情報処理装置１０Ａ及び１０
Ｂと、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂと通信するサーバ３０と、を備え、サーバ３０は、
情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂと通信する通信部３３と、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂ
のうちの一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定し、
その判定結果に応じて、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂ間の通話状態を制御する制御部３
１と、を備えている。
【００７７】
　上記他の実施の形態において、制御部３１は、一の情報処理装置が位置するスポットが
特定のスポットであると判定した場合、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂの通話状態をスタ
ンバイ状態に切り替え、スタンバイ状態において情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂのユーザ
により通話開始の指示が入力されると、スタンバイ状態を発信状態に切り替えて情報処理
装置１０Ａ及び１０Ｂ間の通話を開始させる。
【００７８】
　情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂのいずれかが特定のスポットに位置すると、同じグルー
プの情報処理装置１０Ｂ及び１０Ａが発信可能なスタンバイ状態に切り替えるため、ユー
ザＡ及びＢは簡単な操作で通話を開始することができ、自然発生に近い状態でコミュニケ
ーションを開始することができる。これにより、活発なコミュニケーションが可能になる
。
【００７９】
　また、上記他の実施の形態において、通信部３３は、一の情報処理装置が位置するスポ
ットの判定情報を受信し、制御部３１は、通信部３３により受信したスポットの判定情報
を、特定のスポットの情報と照合することにより、一の情報処理装置が位置するスポット
が特定のスポットであるか否かを判定する。
　これにより、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂにおける判定の処理負荷を減らすことがで
きる。
【００８０】
　サーバ３０は、情報処理装置１０Ａ及び１０Ｂの各ユーザのスケジュール情報を記憶す
る記憶部３２を備え、制御部３１は、記憶部３２に記憶された各ユーザのスケジュール情
報を特定のスポットの情報と照合することにより、一の情報処理装置が位置するスポット
が特定のスポットであるか否かを判定する。
　これにより、特定のスポットを容易に判定することができる。
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【００８１】
　制御部３１は、各ユーザのスケジュール情報のうちのいずれかのスケジュールの開始時
間に至ると、情報処理装置１０Ａが位置するスポットが特定のスポットであるか否かの判
定を行う。
　これにより、スケジュールの開始時間を、通話を開始する契機とすることができる。
【００８２】
　通信部３３は、一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであると判定し
た場合、特定のスポットの付加情報を取得し、取得した特定のスポットの付加情報を情報
処理装置１０Ａ及び１０Ｂに送信する。
　これにより、特定のスポットの付加情報を提供することができ、付加情報を用いてより
活発なコミュニケーションが可能になる。
【００８３】
　特定のスポットは、行楽スポットであると、話題としやすいため、コミュニケーション
をより活発化させることができる。
【００８４】
　上記実施の形態は本発明の好適な一例であり、これに限定されない。本発明の主旨を逸
脱しない範囲で適宜変更可能である。
　例えば、図８に示す処理手順において、通話状態を発信状態にするのではなく、図１３
に示す処理手順と同様に、スタンバイ状態に切り替え、このスタンバイ状態においてユー
ザにより通話開始の指示が入力されると発信状態に切り替えるようにしてもよい。
　逆に、図１３に示す処理手順において、通話状態をスタンバイ状態ではなく、発信状態
に切り替えるようにしてもよい。
【００８５】
　また、図８に示す処理手順において、撮影が行われた時ではなく、各ユーザＡ及びＢの
スケジュール情報のうちのいずれかのスケジュールの開始時間に至った時に、特定のスポ
ットであるか否かの判定を行うこととしてもよい、
【００８６】
　本発明のいくつかの実施の形態を説明したが、本発明の範囲は上記実施の形態に限定さ
れず、特許請求の範囲に記載した発明の範囲と当該範囲と均等の範囲を含む。
　以下、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。下
記付記における各請求項の番号は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲のと
おりである。
【００８７】
＜付記＞
　〔請求項１〕
　他の情報処理装置と通話のための通信を行う通信手段と、
　情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定し、その判定結
果に応じて、前記通信手段による前記他の情報処理装置との通話状態を制御する制御手段
と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
　〔請求項２〕
　前記制御手段は、前記情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであると判定
した場合、前記他の情報処理装置との通話状態を発信状態に切り替えて、通話を開始させ
ることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
　〔請求項３〕
　前記制御手段は、前記情報処理装置が位置するスポットが前記特定のスポットであると
判定した場合、前記他の情報処理装置との通話状態をスタンバイ状態に切り替え、前記ス
タンバイ状態において前記情報処理装置のユーザにより通話開始の指示が入力されると、
前記スタンバイ状態を発信状態に切り替えて通話を開始させることを特徴とする請求項１
に記載の情報処理装置。
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　〔請求項４〕
　撮影手段を備え、
　前記制御手段は、前記撮影手段により得られた撮影画像を前記特定のスポットの画像と
照合することにより、前記情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否
かを判定することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
　〔請求項５〕
　前記制御手段は、前記撮影手段により撮影が行われると、前記情報処理装置が位置する
スポットが特定のスポットであるか否かの判定を行うことを特徴とする請求項４に記載の
情報処理装置。
　〔請求項６〕
　前記通信手段は、前記制御手段により前記情報処理装置が位置するスポットが前記特定
のスポットであると判定した場合、前記撮影手段により得られた撮影画像を、前記他の情
報処理装置に送信することを特徴とする請求項４又は５に記載の情報処理装置。
　〔請求項７〕
　前記情報処理装置と前記他の情報処理装置の各ユーザのスケジュール情報を記憶する記
憶手段を備え、
　前記制御手段は、前記記憶手段に記憶された各ユーザのスケジュール情報を前記特定の
スポットの情報と照合することにより、前記情報処理装置が位置するスポットが特定のス
ポットであるか否かを判定することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の情
報処理装置。
　〔請求項８〕
　前記制御手段は、前記各ユーザのスケジュール情報のうちのいずれかのスケジュールの
開始時間に至ると、前記情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否か
の判定を行うことを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
　〔請求項９〕
　現在位置を検出する位置検出手段を備え、
　前記制御手段は、前記位置検出手段により検出した現在位置を、前記特定のスポットの
位置と照合することにより、前記情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであ
るか否かを判定することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の情報処理装置
。
　〔請求項１０〕
　前記通信手段は、前記情報処理装置が位置するスポットが前記特定のスポットである場
合、前記特定のスポットの付加情報を取得し、
　前記制御手段により取得した前記特定のスポットの付加情報を出力する出力手段をさら
に備えることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の情報処理装置。
　〔請求項１１〕
　前記通信手段は、前記制御手段により取得した付加情報を、前記他の情報処理装置に送
信することを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
　〔請求項１２〕
　前記通信手段は、前記情報処理装置が位置するスポットの判定情報をサーバに送信し、
前記情報処理装置が位置するスポットが前記特定のスポットであるか否かの回答を前記サ
ーバから受信し、
　前記制御手段は、前記サーバからの回答に応じて、前記情報処理装置が位置するスポッ
トが前記特定のスポットであるか否かを判定することを特徴とする請求項１～１１のいず
れか一項に記載の情報処理装置。
　〔請求項１３〕
　前記通信手段は、前記情報処理装置が位置するスポットが前記特定のスポットである場
合、前記特定のスポットの付加情報を前記サーバから取得することを特徴とする請求項１
２に記載の情報処理装置。
　〔請求項１４〕
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　前記特定のスポットは、行楽スポットであることを特徴とする請求項１～１３のいずれ
か一項に記載の情報処理装置。
　〔請求項１５〕
　複数の情報処理装置間の通話のための通信を制御するサーバであって、
　前記複数の情報処理装置と通信する通信手段と、
　前記複数の情報処理装置のうちの一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポッ
トであるか否かを判定し、その判定結果に応じて、前記複数の情報処理装置間の通話状態
を制御する制御手段と、
　を備えることを特徴とするサーバ。
　〔請求項１６〕
　前記制御手段は、前記一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであると
判定した場合、前記複数の情報処理装置の通話状態を発信状態に切り替えて、前記複数の
情報処理装置間の通話を開始させることを特徴とする請求項１５に記載のサーバ。
　〔請求項１７〕
　前記制御手段は、前記一の情報処理装置が位置するスポットが前記特定のスポットであ
ると判定した場合、前記複数の情報処理装置の通話状態をスタンバイ状態に切り替え、前
記スタンバイ状態において前記複数の情報処理装置のユーザにより通話開始の指示が入力
されると、前記スタンバイ状態を発信状態に切り替えて前記複数の情報処理装置間の通話
を開始させることを特徴とする請求項１５に記載のサーバ。
　〔請求項１８〕
　前記通信手段は、前記一の情報処理装置が位置するスポットの判定情報を受信し、
　前記制御手段は、前記通信手段により受信した前記スポットの判定情報を、前記特定の
スポットの情報と照合することにより、前記一の情報処理装置が位置するスポットが前記
特定のスポットであるか否かを判定することを特徴とする請求項１５～１７のいずれか一
項に記載のサーバ。
　〔請求項１９〕
　前記通信手段は、特定のスポットの付加情報を取得し、取得した前記特定のスポットの
付加情報を前記複数の情報処理装置に送信することを特徴とする請求項１５～１８のいず
れか一項に記載のサーバ。
　〔請求項２０〕
　前記特定のスポットは、行楽スポットであることを特徴とする請求項１５～１９のいず
れか一項に記載のサーバ。
　〔請求項２１〕
　一の情報処理装置が他の情報処理装置と通話するときの通信制御方法であって、
　前記一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定するス
テップと、
　前記特定のスポットであるか否かの判定結果に応じて、前記他の情報処理装置との通話
状態を制御するステップと、
　を含むことを特徴とする通信制御方法。
　〔請求項２２〕
　サーバが複数の情報処理装置間の通話のための通信を制御する通信制御方法であって、
　前記複数の情報処理装置のうちの一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポッ
トであるか否かを判定するステップと、
　前記特定のスポットであるか否かの判定結果に応じて、前記複数の情報処理装置間の通
話状態を制御するステップと、
　を含むことを特徴とする通信制御方法。
　〔請求項２３〕
　他の情報処理装置と通話のための通信を行う情報処理装置のコンピュータに、
　前記情報処理装置が位置するスポットが特定のスポットであるか否かを判定するステッ
プと、
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　前記特定のスポットであるか否かの判定結果に応じて、前記他の情報処理装置との通話
状態を制御するステップと、
　を実行させるためのプログラム。
　〔請求項２４〕
　複数の情報処理装置間の通話のための通信を制御するサーバのコンピュータに、
　前記複数の情報処理装置のうちの一の情報処理装置が位置するスポットが特定のスポッ
トであるか否かを判定するステップと、
　前記特定のスポットであるか否かの判定結果に応じて、前記複数の情報処理装置間の通
話状態を制御するステップと、
　を実行させるためのプログラム。
【符号の説明】
【００８８】
１００　　通信システム
１０Ａ、１０Ｂ　　情報処理装置
１１　　制御部
１２　　記憶部
１３　　操作部
１４　　表示部
１５　　通信部
１６　　マイク
１７　　スピーカ
１８　　位置検出部
１９　　撮影部
３０　　サーバ
３１　　制御部
３２　　記憶部
３３　　通信部
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